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まえがき 

この規格は，産業標準化法第 16 条において準用する同法第 12 条第 1 項の規定に基づき，一般社団法人

日本産業・医療ガス協会（JIMGA）及び一般財団法人日本規格協会（JSA）から，産業標準原案を添えて

日本産業規格を改正すべきとの申出があり，日本産業標準調査会の審議を経て，厚生労働大臣及び経済産

業大臣が改正した日本産業規格である。これによって，JIS T 7101:2014 は改正され，この規格に置き換え

られた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。厚生労働大臣，経済産業大臣及び日本産業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の

特許出願及び実用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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日本産業規格          JIS 
 T 7101：2020 
 

医療ガス設備 

Medical gas pipeline systems 

 
0 序文 

この規格は，2016 年に第 3 版として発行された ISO 7396-1 及び Amendment 1:2017，2017 年に第 2 版と

して発行された ISO 7396-2，2017 年に第 3 版として発行された ISO 9170-1 及び 2008 年に第 2 版として発

行された ISO 9170-2 を基とし，国内独自に構築された技術及び法令遵守のために技術的内容を変更して作

成した日本産業規格である。ただし，追補（amendment）については，編集し，一体とした。 

なお，この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は，対応国際規格を変更している事項である。

変更の一覧表にその説明を付けて，附属書 JI に示す。また，附属書 JA～附属書 JH は対応国際規格には

ない事項である。 

0.1 多くの医療機関は，患者の治療のための医療用圧縮ガス，吸引，呼吸装置，手術機器駆動及び麻酔

ガス排除に医療ガス設備を使用している。 

0.2 この規格は，これらの医療ガス設備に対する要求事項を規定し，かつ，医療ガス設備の設計，製作，

設置，検査及び運営に関与する人々に使用されることを意図している。さらに，医療ガス設備に接続して

用いる機器の設計，製造及び試験に関与する人々もこの内容を知ることが望ましい。 

0.3 この規格は，医療ガス設備が意図する特定のガスだけを供給しようとするものである。したがって，

日常操作される配管端末器及びその他の接続具（以下，コネクタという。）は，ガス別特定の構成部品が使

用されるものとし，試験・検査によって特定のガスが供給できることを証明する必要がある。 

0.4 この規格の目的は，次の事項を確実にすることである。 

a) 異なる種類及び圧力のガス間の互換性をもたせない医療ガス設備の維持 

b) 適切な供給設備による指定された圧力での所定ガスの連続供給及び吸引並びに麻酔ガスの連続吸気 

c) 適正な材料の使用 

d) 構成部品の清浄性 

e) 正しい設置施工 

f) 監視・警報設備の完備 

g) 医療ガス設備の正しい表示 

h) 試験・検査及びその証明 

i) 医療ガス設備によって送気されるガスの純度の維持 

j) 適正な運営管理の確立 

k) 仕様書によるガスの質を保証するための供給装置の安全機能 

医療ガス設備によって供給される医療ガスの質についての責任は，医療施設内で指名された者に割り当

てることが望ましい。この役割は，通常，順番に日々の要件を管理するために，現場の他の責任者（たち）

を指名することができる薬剤師長に割り当てられる。 


